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産科有床診療所における働き方改革
―現状と対策―

　　福島県医師会常任理事

　　　　新　妻　和　雄

一、はじめに
　「働きすぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・
バランス」と「多様で柔軟な働き方」の実現
に向けて

　勤務間インターバル制度の導入促進などを
盛り込んだ働き方改革関連法が2018年₆月29
日に成立し、中小企業規模の医療機関でも
2020年₄月₁日から適用施行されている。
　医師については、医師の勤務環境改善に
は、長期的な見通しが必要なため、規制の具
体的な在り方、労働時間の短縮策等について
検討し、勤務間インターバルや連続勤務の制
限等を義務付けた医師の働き方改革実現に向
けた改正医療法が2021年₅月21日参議院本会
議で可決成立した。改正法の施行期日である
2024年₄月の規制の適用がいよいよ現実と
なってきた。看護師の働き方改革はすでに始
まっている。

二、看護師の働き方改革

　労働基準法第32条で定められている法定労
働時間は₁日₈時間まで（₁週間40時間まで）
でこれを超過した残業時間は年720時間以下

（単月で月100時間　複数月で月80時間未満）
が看護師には、医師以外の他の業種と同じく
すでに適用されている。従って、産科有床診
療所では、看護職員の夜勤が勤務時間とカウ
ントされると残業時間の規制にかかり、₁人
月₆回程度しか夜勤が出来なくなり、さらに
多くの夜勤要員が必要となる。この人件費は
現在の分娩報酬の中では工面が厳しく、看護
師の宿日直許可（労働時間の適用除外）は、
時間帯に限っても許可されるので、その施設
に合った許可を得られるかが産科有床診療所
にとって大きなポイントとなる。
　令和元年₇月₁日の厚生労働省労働基準局
長通達「医師、看護師等の宿日直許可基準に
ついて」によれば、具体的な例示がされてい
る（別添₁）。（別添₂　一般の宿日直許可基
準）
　この通達によれば、看護職員₂人体制の夜
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勤勤務の場合、可能なら₂人、少なくても₁
人は宿日直許可により、労働基準法で労働時
間規定が適用除外となる時間帯とする方法で
法的にクリアできるのではないかと考えられ
る。まず、先生方の有床診療所が「宿日直許
可」を取得しているか確認する必要がある。
許可が出ていれば、当該産科有床診療所は夜
勤を宿直勤務に出来、夜勤勤務のカウントは
無くなる。許可を確認するには、管轄する労
働基準監督署で閲覧すれば、確認できる。許
可を取得していれば、賃金を無くすのではな
く、夜勤勤務相当の宿直手当を支払うのは当
然である。宿日直許可は、管轄地域の労働基
準監督署の権限でもあるので、地方と都会、
分娩数の多い施設と少ない施設でも体制は異
なると考えられ、分娩の内容（たとえば緊急
帝切）によっても夜勤勤務者の数も異なり、
それぞれ個別に、管轄する労働基準監督署と
協議すべき問題であるが、実態に合った標準
的勤務体制（相当の睡眠設備があり睡眠が十
分取り得る体制）を勘案し、許可されること
になる。看護職員の夜勤の取り扱い（勤務と
なるか宿直となるか）が産科には大きな影響
があり、助産師や看護師の補充確保ができな
ければ、その地域の分娩数をこなせなくなる
場合もある。

三、産科医師の働き方改革
　令和₃年₅月15日開催の日本産婦人科医会
第一回理事会での報告によると、産科医師の
年間の施設内時間外在院時間は年々減少し、
直近で996時間とクリアされる見込みだが、
外勤を加えると1,934時間となっている。産
科医師派遣に関しては、厚生労働省の「副業・
兼業の場合の労働時間の在り方に関する検討
会」で医師の外勤も勤務時間に加算される事
が決まってしまった。産科有床診療所の非常
勤医師の確保は、総合周産期母子医療セン
ター等の産科医師の負担を軽減する効果もあ

り、全国の半数の出産を扱う産科有床診療所
の生命線でもある。
　すべての診療従事勤務医師が2024年₄月か
ら遵守しなければならない時間外労働時間

（年960時間以内）をＡ水準という。地域医療
供給体制の確保を目的に、上限を年1,860時
間とする地域医療確保暫定特例水準（Ｂ水
準、連携Ｂ水準）が設けられている。Ｂ水準
は主たる勤務先の労働時間がＡ水準を超える
場合、連携Ｂ水準は主たる勤務先の労働時間
はＡ水準以内だが、副業・兼業での労働時間
を通算するとそれらを超える可能性があり、
その副業・兼業が地域の医療供給体制確保の
観点から必須とされる場合に適用される。現
状では、Ｂ水準を超える医師の割合の最も多
い診療科は産婦人科で約₂割となっている。
　産科医派遣に関しては、派遣元の大学や基
幹病院に、医師派遣を通じて、地域の医療提
供体制を確保するための「連携Ｂ水準」を取
得してもらわなければならない。有床診療所
の場合、待機時間も労働時間にカウントして
しまうと夜間の時間は時間外労働となり、大
学病院に戻っても連続勤務時間制限28時間に
引っかかってしまうので、大きな足かせとな
る。厚生労働省の研究班が行った大学病院勤
務医の勤務実態調査によると、副業・兼業先
との通算で時間外労働が年1,860時間を超え
た医師の割合は23.2％、副業・兼業先が宿日
直許可を取得していることを想定して副業・
兼業先の宿日直中の待機時間を除いた場合は
10.4％だった。有床診療所においては、いか
に、医師の宿日直許可の取得が大事であるこ
とがわかった。
　副業・兼業先での労働時間を通算すると、
時間外、休日労働が年間960時間を超える医
局では、連携Ｂ水準を2022年₄月施行の第三
者評価に関する規定により、第三者評価（医
療機関勤務環境評価センター）による評価を
受けなければならなくなった。許可を受ける
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流れとしては、医師労働時間の短縮計画を作
成し、医療機関勤務環境評価センターによる
評価を都道府県の医療勤務環境改善支援セン
ター及び、都道府県医療審議会との調整のの
ち、対象業務・人数を特定し、36協定を締結、
労働基準監督署に届け出した後、業務開始と
なる。不明な場合は、各都道府県医師会に相
談いただきたい。
　産科有床診療所の勤務医及び、派遣された
勤務医が副業として産科有床診療所で業務を
行う場合の夜勤の取り扱い（勤務となるか宿
直となるか）では、勤務間インターバルや連
続勤務制限との兼ね合いも考えなければなら
ない。産科有床診療所は、医業経営ばかりで
はなく、地域の分娩を守る為にも、勤務形態
の見直しや宿日直許可を取得する等、新たな
取り組みを見いだす必要が出てきた。

四、2024年を見据えた効果的な対策
　すでに実施されている助産師、看護師など
の夜勤スタッフがすべての業務を勤務にカウ
ントされると現在のスタッフ数では今まで通
りの分娩数をこなせなくなる可能性がでてく
る。宿日直許可（労働時間の適用除外）をど
う円滑にとれるかが問題である。宿日直許可
のない有床診療所は、管轄する労働基準監督
署の担当官と、宿日直許可の必要書類（別添
₃　₄　₅）を提出し、勤務形態の見直しも
含め宿日直許可を取得することが大事であ
る。労働基準監督署担当官と、顔の見える信
頼関係を構築しながら話し合うことが基本で
あるが、₁か月分の宿日直日誌、月間勤務表、
タイムカードは直近のものの提出が求められ
ることが多い。分娩数の少なかった月の翌月
に申請するのも一つの方法である。

　働き方改革関連法が2020年₄月₁日から施
行されてまだ₁年なので、産科分娩当直の宿

日直許可が医師、看護職員共に、まだ定まっ
ておらず、年間分娩数が相当多い産科有床診
療所の場合は、宿日直の許可は、厳しいと思
われる。分娩数の少なかった月の翌日に申請
すること以外、申請の時期は、もう少し様子
をみた方が良いと考える。重要なのは、職員
の働きすぎを防ぎながら「ワーク・ライフ・
バランス」と「多様で柔軟な働き方」の実現
に向けて今から助産師、看護師を確保するこ
とも並行して行うべきである。現有の看護職
員の数では地域の分娩数を確保する事は難し
く、地域の分娩体制の存続が可能となるよう、
体制整備に対する診療報酬の増額や、地域医
療介護総合確保基金による財政支援、更に
は、分娩料金の値上げも視野に入れないと地
域分娩体制が維持できない事を各方面に訴え
る必要もある。

　次に産科医師の問題であるが、まず、自院
に勤務する医師の場合、院長はこれらの法の
対象にならない。院長以外の院長と同格とみ
なされない勤務医の場合、この法の適用とな
るが、産科有床診療所にはＢ水準、Ｃ－₂水
準の適応がない。前述の看護師の夜勤スタッ
フと同様の対応しかないと考える。ただし、
2024年₄月からは年間960時間までとなる。

　大学や総合病院から派遣される副業として
の産科医師は三で述べた通り、当該医師が
2022年₄月から評価機構による評価を受けて
おかなければならない。遅くとも2023年度中
には、医療機関勤務環境評価センターや各都
道府県の医療勤務環境改善支援センターに関
係書類を提出しなくてはならず、早めの対応
をしなくてはならない。しかし、2021年₇月
₁日に開催された厚生労働省の「医師の働き
方改革推進に関する検討会」によれば、全病
院を対象とした労働時間の把握状況調査を
2021年度中に実施し、この結果をＡ水準、Ｂ・
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Ｃ水準を超える医師がいる医療機関に都道府
県の医療勤務環境改善支援センターを通じ
て、「医師労働時間短縮計画」作成支援を行
う予定だ。又、2023年度末までの時短計画の
作成については、努力義務に改められた。第
三者評価の内容も2024年度以降の取組目標と
なり、義務化が努力義務に緩和されたことに
伴い、2024年₄月開始が後になる可能性もあ
る。いずれにしても、「医師労働時間短縮計画」
作成にはかなりの時間がかかり、法は施行さ
れるので早目の準備をすべきである。
　大学病院からの医師派遣が滞留しない形と

するためにも、各都道府県医師会が地元の大
学病院と綿密な連携を取って、働き方改革が
実行される前から、医療現場から大学病院の
医師が引き上げられることがないよう、関係
機関に働きかけをお願いしたい。繰り返すが、
診療所の院長や院長と同格とみなされるよう
な副院長は、働き方改革関連法の適用の対象
とはなっていない。
　最後に、産科有床診療所の働き方改革は、
専門医療を行っている有床診療所にも参考に
なると考える。
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別添３

宿日直許可申請のプロセス

「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」
と添付書類を労働基準監督署へ提出

労働基準監督官による実地調査
（対象看護師へのヒアリング等）

労働基準監督署長による許可
（あるいは不許可）

別添４
宿日直許可の必要書類

「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」

【添付書類】
　・病院（病棟）の図面（巡回する場所と当直室に印をつける）
　・専用の宿直室の有無、広さ、寝具の種類・数量、冷暖房設
備等について、見取図や資料、写真等

　・看護師宿日直日誌コピー（₁か月分）
　・看護師宿日直マニュアル
　・看護師月間勤務表（₁か月分）
　・タイムカード（₁か月分）
　・賃金台帳（直近₃か月分）
　　　※添付書類は上記のもの以外にも求められることがありますの

で、事前に労働基準監督署へご確認下さい。
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別添５
実地調査の対象看護師へのヒアリング

【主なヒアリング内容】
　・夜間外来の有無
　・巡回開始時間、巡回時間
　・宿直室の有無
　・夜間の過ごし方（睡眠時間等）
　・臨時で診察する時の具体的な業務内容・頻度・時間
　・外来患者からの電話での問合せの内容・頻度
　・病棟職員の配置人数（職種）、病棟数
　・日直の回数
　・日直時間帯の業務内容、業務時間帯の過ごし方　等
　　※対象看護師の回答により宿日直に該当しないと判断されることがあ

りますので、事前に上記内容についてよく確認しておくことが必要
です。（実業務が頻繁にあり、十分な睡眠、休息が取れていない
場合など）


